
　 第１回　地球温暖化の仕組みお知らせ

10月は３R推進月間ですお知らせ

合併処理浄化槽の維持管理お知らせ

下水道につなげたら届け出をお知らせ

広 告 遺言・相続・成年後見・離婚…等々、相談先が分からずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元
日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。 ☎０４２－９８５－７５６６ （行政書士　田中諭）広 告 高齢者向け宅配弁当 594円（税込み）〜「宅配クック１
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地球温暖化はどのような仕組みで起こるの？
　地球温暖化は、CO2（二酸化炭素）などの温室
効果ガスが増えすぎて、宇宙へ逃げていくはずだ
った熱が大気中にこもってしまうことで起きてい
ます。近年、このCO2が増えすぎてしまい、太
陽からの熱がうまく逃げず、地球の大気に熱がこ
もってしまっています。

温室効果ガスとは？
　熱を逃がさない性質を持つ７種類の気体で、その
大半をCO2が占めています。
地球温暖化はこうして起きる！
　地球の大気には、CO2という温室効果ガスが含
まれています。このCO2の性質により太陽からの
温かい熱を適度に保つことで、地球の気温も保たれ
ています。
CO2はなぜ増えているの？
　CO2は、火力発電所などで石炭や石油といった
化石燃料を燃やすことで大量に発生します。現代で
は、私たちの暮らしに電気は欠かせないものとなり、
火力発電所などでたくさんの化石燃料を燃やして電
気を作っています。
　また、木や草は、光合成によってCO２を吸収し
てくれる働きがありますが、世界各地で木が産業の
ために切り倒され、貴重な吸収源が減っています。
これもまた、CO2が増える原因になっています。
　次回は、「地球温暖化による影響」についてです。
問い合わせ　環境課生活環境担当

　地球規模の気候変動をもたらし、人々の暮らし
や自然環境に大きな影響を及ぼすと考えられる地
球温暖化。近年、全国各地で自然災害が増加し、
今後さらなる頻発化、激甚化が予想されています。
市内でも、台風やゲリラ豪雨などの影響により、
土砂崩れや橋の倒壊など、甚大な被害を受けてい
ます。
　このような時代背景を踏まえ、市では、環境基
本計画および地球温暖化対策実行計画を策定し、
市民、事業者の皆さんと共に、積極的に対策に取
り組んでいきたいと考えています。

　３Rとは、「Reduce（リデュース）」「Reuse（リユース）」「Recycle（リサ
イクル）」の３つの頭文字をとったものです。３Rに取り組むことは、ごみ
を減らし、環境への負担を減らすことへとつながります。限りある資源を有
効に繰り返し使う社会（＝循環型社会）を作るため、３Rを意識して生活して
みましょう。
問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

くりっかーの可燃ごみレポート
　集積所は地域の皆さんで使う場所です。ごみを出
す前に収集日程表や分別表を再確認するなど、ルー
ルとマナーを守り、お互いが気持ちよく使えるよう
にしましょう。

各家庭から出された可燃ごみの速報値です

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

令和３年８月の可燃ごみ 昨年同月との比較
全体量 1013.62 ｔ +70.71 ｔ
処理費用 41,811,825 円 +2,916,787 円
１人当たりの量 18.42 kg +1.42 kg
１人当たりの処理費用 760 円 +59 円

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に41,250円／ｔ
　を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
　基に算出しています。

　10月１日は浄化槽の日です。浄化槽が果たす役割を再認識し、適
正な維持管理について見直してみませんか。
　浄化槽管理者は、浄化槽が正常に機能し
ているか総合的に確認するため、毎年定期
検査を受けなければならないことが、法律
で義務付けられています。この定期検査は、
保守点検や清掃とは別に受検することが必
要で、県が指定した検査機関（埼玉環境検
査研究協会☎048－649－1151）が行いま
す。検査機関に直接お申し込みください。
問い合わせ　環境課生活環境担当

　合併処理浄化槽維持管理
補助金は、合併処理浄化槽
への転換推進期間満了に伴
い、令和３年度から廃止と
なりました。
　生活排水による河川など
の公共用水域の水質保全の
ために、引き続き浄化槽の
適正な維持管理にご協力く
ださい。

　公共下水道の使用を開始または廃止した場合は
「公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届」の提
出が必要です。
　下水道を使用するようになると、水道水の使用水
量を基に算定した下水道使用料を水道料金と一緒に
納めることになります。
汚水排出量（使用水量）の算定方法
〇水道水使用の場合…水道水の使用水量
〇井戸水だけ使用の場合
　…世帯員（同居人を含む）１人につき１か月５㎥

〇水道水と井戸水を併用の場合
　 …水道水の使用水量と世帯員１人につき１か月

２.５㎥の合計
※井戸水の使用で世帯員の変更が生じた場合は、下
記へ連絡してください。
問い合わせ　
　下水道課業務担当
　☎989－2771

　きちんと分別して、再び資源に
しましょう
〇 「分ければ資源、混ぜればごみ」。

ごみとして出す前に、しっかり
と分別をしてから出す。

　すぐに捨てずに、繰り返し使い
ましょう
〇 買い物の際は、詰め替えのでき

るものや長く使える物を選ぶ。

　「ごみ」をつくらない生活を心
掛けましょう
〇 必要なものを必要な分だけ買う、

使い捨て商品はできるだけ使わ
ないなど「ごみ」をつくらない。

Reduce…発生抑制 Reuse…再使用 Recycle…再生利用

▲土砂崩れ
　（高麗本郷地内）

▲橋の倒壊（新堀ー野々宮地内）
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